
建設委員会情報連絡 

令和３年１２月１０日 

情報連絡件名 頁 

（１）【追加】中川公園整備検討協議会（第１３回）の
開催結果について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

（２）洪水ハザードマップと防災普及啓発マグネットシートの
同時配布について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

（３）令和４年度区民交通傷害保険の募集について ・・・・・・・・・・・・・ ６

（４）東京都市計画事業上沼田南土地区画整理事業の
清算金事務の完了について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

（５）防犯まちづくりの取組み状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

（６）密集市街地における防災まちづくりの取組みについて ・・・・・・・・・１２

（７）令和３年度じゃぶじゃぶ池の実施結果について ・・・・・・・・・・・・１５

（８）金属探知機による公園埋設物調査及び埋設物撤去について ・・・・・・・１７

（９）足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例の
一部改正の検討について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

（10）シルバーピア生活援助員業務の委託開始について ・・・・・・・・・・・１９

（11）都営辰沼町アパート建替まちづくり構想（案）説明会の
開催結果について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

【参考】 

≪交通網・都市基盤整備調査特別委員会報告事項≫ 

※ 資料は、交通網・都市基盤整備調査特別委員会（都市建設部）の報告資料にあり

（１）【追加】花畑周辺地域におけるバスの試験運行について

（２）竹ノ塚駅付近鉄道高架化の取組み状況について

（都市建設部） 



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件   名 【追加】中川公園整備検討協議会（第１３回）の開催結果について 

所管部課名 都市建設部企画調整課 建設事業調整担当課 

内   容 

中川公園整備検討協議会（第１３回）が開催されたので、以下のとおり

報告する。 

 

１ 開催日時  令和３年１１月２２日（月）午後７時～午後８時１０分 

 

２ 場  所  中川地域センター ３階会議室 

 

３ 参 加 者 

（１）中川公園整備検討協議会委員 

１３人 

（２）東京都 

下水道局 本庁 事業調整課長、土木設計課長 

     東部第二下水道事務所 施設課長他 

９名 

建設局  本庁 計画課 統括課長代理他 

２人 

 

４ 主な議事 

（１）これまでの協議会の活動について （足立区） 

（２）土づくりの里の覆蓋化について （東京都下水道局） 

（別紙 Ｐ４参照） 

（３）Ａ地区トップライトの撤去について （東京都下水道局） 

（４）今後の上部利用に向けて 

ア Ａ地区トップライト撤去後の公園への提案 （足立区） 

イ 中川公園の整備の考え方 （東京都建設局） 

 

５ 主な質疑 

Ｑ１：Ａ地区にある（小学生が耕作中）畑は、残置するのか？（委員） 

Ａ１：何らかの方向で残すよう、東京都と協議する。（区） 

Ｑ２：覆蓋化部分の工事完了は、いつになるのか（委員） 

Ａ２：覆蓋化工事は２工区に分けて進め、第１工区の完了は令和１２ 

年度、全体では令和２２年度の完了見込みとなる。（都 下水） 
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Ｑ３：Ａ地区のトップライト撤去後の絵柄を示してほしい。（委員） 

Ａ３：承知した。（都 建設） 

Ｑ４：住民が避難できる覆蓋部は、構造的に大丈夫なのか。（委員） 

Ａ４：Ａ地区の覆蓋化部も、新たに造る土づくりの里覆蓋化部も阪神

淡路大震災にも耐えられる構造となっている。（都 下水） 

Ｑ５：次回の協議会は、平成２９年度の中川公園の施設整備に関する

要望書を受けて、中川公園の全体像を示して欲しい。（委員） 

Ａ５：中川公園の全体のたたき台を作り、Ａ地区の覆蓋化部と土づく

りの里覆蓋化部と合わせて協議したい。（都 建設） 

問 題 点 

今後の方針 

１ 中川公園の施設整備に向けて、中川公園整備検討協議会と協力し、短

期・中長期的な視点で東京都と協議を進め、中川公園の早期整備を目指

す。 

２ 地域の防災施設としての活用方法を検討していく。 
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別 紙 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件 名 洪水ハザードマップと防災普及啓発マグネットシートの同時配布について 

所管部課名 都市建設部企画調整課 総合防災対策室災害対策課 

内 容 

洪水ハザードマップは、今年度中の改訂及び区内全戸配布を予定してい

たが、災害情報の入手方法を区民に広く周知するため、『防災普及啓発マ

グネットシート』を同封した上で全戸配布を実施するので、以下のとおり

報告する。 

１ マグネットシートの配布理由

防災行政無線は、風雨が強いと放送内容が聞き取とれず、また、音声

が届きにくい地域もあることから、災害情報の入手方法等を記載したマ

グネットシートを全戸配布し、区民への周知を促進する。 

２ 同時配布の目的 

マグネットシートは、ハザードマップと同時配布することにより、区

の災害情報ツールとしての区民の認識が深まるなど、より高い効果が見

込まれることから、ハザードマップに同封し、区内全戸に配布する。 

３ 配布時期 

マグネットシートの作成やハザードマップとの封入作業に時間を要す

るため、配布時期を変更し、令和４年出水期までに配布を完了する。 

４ 予定配布数 

約３５万セット（区内全戸、全事業所に配布） 

５ 予定スケジュール 

令和３年１２月 令和３年第４回定例会の補正予算に配布費を計上 

令和４年 １月 配布業務委託契約締結 

令和４年 ３月 防災普及啓発マグネットシート作成 

令和４年 ５月 区内全戸配布完了 

問 題 点 

今後の方針 

災害情報を効果的に発信することにより、区民の安全を確保するととも

に、災害による被害の最小限化に向けた総合的な取り組みを推進する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡

令和３年１２月１０日 

件 名 令和４年度区民交通傷害保険の募集について 

所管部課名 都市建設部交通対策課 駐輪場対策担当課 

内 容 

令和４年度の区民交通傷害保険の募集を行うため、以下のとおり報告す

る。 

１ 申込期間 

  令和４年２月１日（火）～３月３１日（木） 

２ 一時払保険料（年間）と最高保険金額 

コース 一時払保険料 
最高保険金額 

交通傷害 自転車賠償 

ＸＪ 1,400円 35万円 1億円 

ＡＪ 1,900円 150万円   1億円 

ＢＪ 2,500円 350万円   1億円 

ＣＪ 3,500円 600万円   1億円 

※１ 交通傷害

加入者が自動車・自転車などの車両による交通事故でケガをした 

とき、入院・通院の治療日数等に応じた保険金を受け取れる制度 

である。各コースにより最高保険金額が異なる。 

※２ 自転車賠償

自転車運転中の事故で相手にケガなどをさせてしまった場合に、

その損害賠償金や費用を補償する制度である。 

３ 今後の周知予定 

チラシ等配布先 配布時期 

あだち広報 1月 25日号 

町会・自治会へのチラシ配布 1月下旬 

住区センター・区民事務所へのチラシ配布 1月下旬 

前年度加入者へのチラシ郵送 1月下旬 

各交通安全教室でのチラシ配布 1月下旬 

問 題 点 

今後の方針 

保険加入率を上げるため、交通安全教室等を通じて、区民等に周知して

いく。 

※２※１
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件 名 東京都市計画事業上沼田南土地区画整理事業の清算金事務の完了について 

所管部課名 道路整備室街路橋りょう課 

内 容 

 平成２７年１１月４日の換地処分公告後、平成２８年度から清算金の徴収・ 

交付事務を行ってきた。９月に全ての徴収・交付事務が完了したので、以下

のとおり報告する。 

 

１ 清算期間  平成２８年６月～令和３年９月 

２ 清算金額  約２億８千万円 

３ 清算件数  徴収１１６件 交付１９３件 

※ 事業の概要 

都市計画決定 昭和 42年 6月 27日 

事業計画決定 平成 11年 4月 1日 

施 行 面 積  約 18.3ha 

事 業 期 間  平成 11年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 

施 行 区 域  足立区江北三、四、五丁目の各一部 

事 業 費 約 108億円 

※ 施行箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 区画整理事業の流れ（別紙参照 Ｐ８） 

 

問 題 点 

今後の方針 

今年度末に事業が終了した後、東京都市計画事業上沼田南土地区画整理事業

施行規程（条例）及び同施行細則の廃止手続きを行う予定である。 

 

環状七号線 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件 名 防犯まちづくりの取組み状況について 

所管部課名 市街地整備室まちづくり課 

内 容 

防犯まちづくりの取組み状況について、以下のとおり報告する。 

１ 防犯まちづくり推進地区について 

（１）制度の概要

町会・自治会が、まちの将来像、地域で行う防犯活動を検討し、憲

章として整理、実施することで、犯罪の起こりにくいまちを目指す。 

（２）新規認定地区（下沼田町会）の取組み

令和４年３月認定に向けて、以下のとおり進めている。

番号 団体名 認定に向けての取組み 

① 下沼田町会 
まちの防犯診断 12 月 5 日 

意見交換会 12月 19日予定 

（３）既認定地区の取組み

ア 更新認定した団体（７地区）

既認定の１８地区のうち、認定から５年を経過した以下７地区の

団体については、認定委員会を経て更新認定している。 

番号 団体名 更新時期 

① 長門南部町会 
令和元年 10月更新認定 

② 西綾瀬四丁目自治会 

③ 鷲宿町会 

令和 3年 4月更新認定 

④ 蒲原自治会 

⑤ 隅田自治会 

⑥ 東和二丁目自治会 

⑦ 綾瀬五・六丁目自治会 

イ 更新認定に向けて取組んでいる団体（３地区）

以下３地区の団体から更新の意向があったため、令和４年３月に

開催予定の認定委員会に向け、更新に向けた準備を進めている。 

番号 団体名 更新時期 

① 花畑団地自治会 
令和 4年 4月更新認定 

（予定） 
② 長門東部自治会 

③ 東伊興町会 
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（４）今後の取組み

既認定地区のフォローアップと並行して、刑法犯認知件数の多い地

区などで新規認定に向けた取組みを予定している。 

２ ながら見守りについて 

（１）制度の概要

個人・団体が日常活動をしながら子どもや地域の安全を見守ること

で、犯罪の起こりにくいまちづくりを目指す。 

（２）登録者数 ２，０４９名（令和３年１１月３０日現在）

ア 個人登録者 １，３４６名

イ 団体登録者   ７０３名（４２団体） 

区分 団体数 区分 団体数 

①企業等 16 ④商店街 1 

②町会・自治会 11 ⑤その他 6 

③学校ＰＴＡ 8 

ウ まちの情報提供（令和３年１１月３０日現在）

見守り活動中に不法投棄や道路、ガードレールの破損を発見した

場合に情報提供を求めている。 

（ア）不法投棄 ２０件 

（イ）道路施設・交通施設  ６件 

（ウ）要望、苦情  ７件 

（エ）その他 １４件 

（３）取組み状況

登録者の定着と深度化を目指した取組みを以下のとおり進めている。 

ア 防犯活動ポイント動画の配信（６月）

登録者の約６割が防犯活動の新規層であり、「あやしいと感じた

時にどう行動すればよいか知りたい」という声を受け、２分程度の

活動ポイント動画をホームページ、ＳＮＳにて配信している。 

イ 見守りグッズの追加（１０月）

登録者から「もう少し目立つグッズがほしい」という声を受け、

新たに２点を追加した。 

ネックストラップ 自転車かご用

反射プレート 

第１弾グッズ  追加グッズ 
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ウ 全国地域安全運動期間における取組み強化（１０月）

（ア）警察署実施の六町駅頭啓発「がっちりロック」

（イ）防犯講習会、１１０番通報体験

（ウ）お友達紹介キャンペーンの実施

１０月１１日から３１日まで実施  登録者数 １２６名 

がっちりロック（六町公園）  防犯講習会 １１０番通報 

体験（動画） 

エ 地域パトロール隊との連携強化

綾瀬わんわんパトロール講習会

及びウォーキング訓練（１１月） 

オ 六町駅前安全安心ステーション「ろくまる」プロジェクト

（４）今後の取組み

ア 登録者メールマガジン、防犯情報メールの発信

イ 広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等での活動事例紹介

ウ 小学校、小学生向けの活動周知

エ 小学校ＰＴＡ、区内企業向けの活動周知

問 題 点 

今後の方針 
今後も４警察署、関係所管と連携し、地域の見守る目を増やしていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件 名 密集市街地における防災まちづくりの取組みについて 

所管部課名 市街地整備室密集地域整備課 

内 容 

密集市街地における防災まちづくりの取組み状況について、以下のとおり

報告する。 

１ 千住西地区まちづくり協議会（第１２回）の開催について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催となった。 

（１）資料発送日 令和３年１０月１日（金）

（２）対 象 者 千住西地区まちづくり協議会員 ４９名

（３）内   容 

ア 前回協議会以降の防災まちづくりの進捗状況について

イ 今年度の協議会の進め方について再確認

ウ プチテラス検討部会の進捗状況について

（４）主な意見

ア 今年度、防災生活道路拡幅用地（４か所）とプチテラス用地（２か

所）については、整備を早期に進めてほしい。 

イ 予定通り協議会（年２回）、プチテラス検討部会（年３回）を開催

し情報の共有化を図り、防災まちづくりを進めてほしい。 

ウ プチテラスの整備を引続き一層進めてほしい。

２ 柳原防災まちづくり勉強会（第４回）の開催について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催となった。 

（１）資料発送日 令和３年１０月８日（金）

（２）対  象  者  地元町会長等 ２３名

（３）内   容 

ア 前回提案した短期的対策の実施可否の確認

（ア）避難・通行の障害となる電柱の移設

（イ）避難・通行の障害となる植木等の撤去依頼

（ウ）行き止まりや幅員減少の警告標示

（エ）避難場所等の標示

（オ）各種助成制度の周知
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イ 柳原地区の現状分析

（ア）柳原地区の人口、世帯数、年齢別人口構成比等の分析

（イ）過去の世論調査及びアンケート調査の分析

ウ 地域活動に係るソフト対策の確認と提案

（ア）消防水利及び救出救助用資機材等の配備状況の確認

（イ）防災訓練の実施状況の確認及び今後の訓練方法の提案

（ウ）要配慮者への避難行動支援状況の確認

（エ）防災関連情報収集ツールの案内

エ 事例視察候補地の案内

（ア）北区志茂地区

（イ）墨田区京島地区

（ウ）新宿区若葉町地区

（４）主な意見

ア 短期的対策は実施してほしい。地域住民に防災をアピールするた

めには、何かアクションを起こすことが必要である。 

イ アパートが増え、若い人が増えていると思う。

ウ 救出救助用資機材の配備を増やしたい。

エ 新型コロナウイルスの影響で、防災訓練が実施できていない。

※ 今年になって防災訓練（資機材操作訓練）を再開した町会や、

再開を検討している町会あり。 

オ 災害時の要配慮者は民生委員と協力し概ね把握しているが、個人

情報のため町会で広く共有できているわけではない。 

カ 災害時は、自身の安全を確保した上で、地域で協力して要配慮者

の避難支援にあたると思われる。 

キ 防災関連情報収集ツールは、防災ナビとＡメールを利用している

（何も利用していない会員もいる）。 

ク 防災行政無線は、暴風時は聞き取りづらい（放送内容の再確認方

法は資料で案内した）。 

ケ 事例視察は、柳原地区と状況が近いと思われる北区志茂地区が良

い。 
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（５）今後について

年度 実施予定内容 

令和 3年度 ア 短期的対策の実施

イ 勉強会及び事例視察の実施

ウ 防災まちづくり方針（案）の策定

令和 4年度 ア 地元から合意をいただけた場合、勉強会を協議会

へ再編※ 

※ 勉強会は区が主体となって開催し、防災まちづ 

くりの基本的事項やまちの課題等について学び 

検討する。協議会は地元が主体となって開催し、 

防災まちづくりの具体的な内容等を検討する。 

イ 整備計画の策定

ウ 地元説明会の実施

令和 5年度 ア 協議会の運営

イ 事業導入

問 題 点 

今後の方針 

密集市街地整備事業等に関する情報の発信及び共有の場として、今後も

まちづくり協議会等を適宜開催し事業推進を図っていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件 名 令和３年度じゃぶじゃぶ池の実施結果について 

所管部課名 みどりと公園推進室公園管理課 

内 容 

令和３年度じゃぶじゃぶ池の実施結果について、以下のとおり報告する。 

１ 開設期間 

７月１５日（木）～９月５日（日）（５３日間） 

２ 開設時間 

  令和２年度まで：午前１０時～午後４時 

１回６０分（休憩時間含む） ５回 

  令和３年度  ：午前９時～午後１時 

１回６０分（休憩時間含む） ４回 

３ 開設状況 

年度 

中止事由 
令和元年(日) 令和 2年（日） 令和 3年（日） 

全日開設 19 6 23 

途中中止 

(暑さ指数,天候不良) 

26 

(20,6) 

16 

(16,0) 

17 

(15,2) 

全日中止 

(暑さ指数,天候不良) 

14 

(7,7) 

9 

(8,1) 

13 

(0,13) 

開設期間 

（日数） 

7月 12日 

～9月 8日 

（59） 

8月 1日 

～8月 31日 

（31）※ 

7月 15日 

～9月 5日 

（53） 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、期間を短縮した。
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４ 利用者数 

年度 

利用者数 
令和元年（人） 令和 2年（人） 令和 3年（人） 

延べ人数 17,833 15,705 21,947 

1日当たり人数 302 507 414 

 

５ 問合せ件数 

          年 度 

内 容 

令和元年

（件） 

令和 2年

（件） 

令和 3年

（件） 

暑さ指数による中止への苦情 - 2 0 

開設可否についての問合せ - 60 44 

その他（コロナ対策等） 3 6 11 

計 3 68 55 

受注者がリアルタイムで開設情報を発信している足立区じゃぶじゃぶ

池ツイッターの利用者増により、開設に関する電話問合せが減少した。 

 

６ 開設時間の変更による状況 

・ 開始時間を午前１０時から午前９時に早めたことで、暑さ指数に  

よる全日中止が無くなった。 

・ 終了時間を午後４時から午後１時に早めたが、利用者数の減少は  

見られず、苦情等もなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

１ 来年度も今年度と同様の運用を継続する。 

２ ツイッターを利用した情報発信をより積極的に行う。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件   名 金属探知機による公園埋設物調査及び埋設物撤去について 

所管部課名 みどりと公園推進室公園管理課 

内   容 

令和３年６月２日区立新田さくら公園内で発生した負傷事故を受け、金

属探知機による公園埋設物調査および埋設物の撤去が終了したので、以下

のとおり報告する。 

 

１ 調査期間 

令和３年６月２１日（月）～１０月１２日（火） 

 

２ 調査数 

公園    ３３４か所（うち３２８か所埋設物有り） 

児童遊園  １４７か所（うち１１６か所埋設物有り） 

 

３ 調査方法 

金属探知機を使用し、地表面から埋設物を探索した。反応のあった場

所を掘削し、埋設物を場外搬出処分した。 

 

４ 作業主体 

公園維持作業業務委託受託者（８者）、公園新設時の施工業者（新田

さくら公園調査時）およびみどりと公園推進室職員が行った。 

 

５ 撤去した主な埋設物 

鉄筋、鉄屑、針金、釘、空缶、鉄パイプ等を撤去した。 

 

問 題 点 

今後の方針 

１ 再発防止策として工事完了後に金属探知機で取り残した金属等がない

か安全確認をする。 

２ 年１回、定期的に金属探知機の調査を実施する。 
 

 

 

金属探知機での調査状況 掘り出した埋設物 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件   名 足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例の一部改正の検討について 

所管部課名 建築室開発指導課 環境部環境政策課 

内   容 

環境への負荷の軽減のため、「足立区集合住宅の建築及び管理に関する

条例」の改正に向けた検討について、以下のとおり報告する。 

 

１ 改正検討理由 

二酸化炭素の排出削減の一助とするため、集合住宅建築時に宅配ボッ

クス等環境に配慮した施設設置を求めることを検討する。 

 

２ 改正検討内容の概要 

環境に配慮した施設の設置に関する条項を追加する。 

 

３ 今後のスケジュール 

年  月 内   容 

令和 3年 12月 改定素案の作成 

令和 4年  3月 第 1回定例会上程 

令和 4年  4月 運用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

公共施設整備基準と足並みをそろえて宅配ボックス設置の普及に努めて

いく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件   名 シルバーピア生活援助員業務の委託開始について 

所管部課名 建築室住宅課 

内   容 

生活援助員が不在のシルバーピアにおいて、生活援助員業務を委託する

事業者が決定し委託を開始したので、以下のとおり報告する。 

 

１ 委託を開始したシルバーピア 

（１）区営シルバーピア伊興 

（２）都営千住関屋町アパート 

（３）都営六月一丁目第４アパート 

２ 委託事業者 

株式会社 愛和（葛飾区細田５－１９－３） 

３ 委託開始日 

令和３年１１月１日 

４ 業務日時 

月～金曜日 １日３時間（祝日、１２月２９日から１月３日を除く） 

５ 主な委託内容 

（１）居住者の生活状況の把握、相談業務 

（２）緊急時の対応 

（３）住宅の日常管理 

（４）関係機関等との連絡及び行政サービス情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

業務委託により、シルバーピアの生活援助員不在の状態が解消されるが、

委託化による居住者の変化を注視し、問題点などが生じた場合は、適切に

対応していく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和３年１２月１０日 

件   名 都営辰沼町アパート建替まちづくり構想（案）説明会の開催結果について 

所管部課名 建築室住宅課 区営住宅更新担当課 

内   容 

都営辰沼町アパートの周辺住民に対する建替まちづくり構想（案）説明

会を開催したので、以下のとおり報告する。 

 

１ 説明会概要 

（１）開催日時 令和３年１１月４日（木）午後６時３０分～７時３０分 

（２）場  所 辰沼小学校 体育館 

（３）参 加 者 １１名 

 

２ 説明内容 

（１）都営辰沼町アパート建替えの必要性 

（２）建替えによる将来像とまちづくりに関する計画 

（３）都市計画手続きと今後のスケジュール 

 

３ 主な質疑 

Ｑ１：団地の建替えと周辺地区のまちづくりとの関係は。 

Ａ１：歩行者や緑などでつながる、調和の取れた地域の団地を目指す。 

Ｑ２：団地内で創られる公共公益施設ゾーンとは。 

Ａ２：地域貢献が可能で、公益性の高い施設整備を行う。 

Ｑ３：現在指定されている避難場所は廃止されるのか。 

Ａ３：廃止しない。既存の機能を維持しながら建替えを進めていく。 
 

４ 今後の予定 

年  月 内  容 

令和3年 11月 建替まちづくり構想策定 

12月～ 地区計画の検討 

令和4年 春頃 地区計画原案説明会 

夏頃 足立区都市計画審議会で審議 

令和6年 未定 建替事業着手 
  

問 題 点 

今後の方針 

説明会の意見や要望等を踏まえた建替まちづくり構想を策定するととも

に、都市計画に必要な地区計画原案を作成していく。 
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